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 家畜伝染病予防法施行規則が令和 3 年 10 月に改正※され、以降段階的に

施行されています。 ※「家畜衛生だより令和４年６月号」参照 

 この内、令和４年１０月には、同規則第２１条飼養衛生管理基準に関する

重要な項目が施行されました。 

飼養衛生管理者におかれましては、十分ご理解の上、遺漏なきようご留意

ください。 

 

〇 家畜伝染病発生時に備え、埋却地等を確保すること（家きん） 

 埋却地等は原則、家きんの所有者が確保するべきものです。 

困難な場合、代替措置として県が求める取組を実施しなければなりません。 

なお、埋却地を確保するために農地を用いることは可能です。（別紙） 

 

〇 大規模農場においては、畜舎ごとに飼養衛生管理者を配置すること 

（牛、豚、家きん共通） 

 飼養衛生管理者 1 人あたりの担当できる飼養頭羽数に上限を設定。 

 

上限となる頭羽数 

牛（24 月齢以上） 

：200 頭まで 

豚：3,000 頭まで 

鶏：10 万羽まで 

 

 

これを上回る場合は、図のように 

頭羽数に適した人数の飼養衛生管理者を選任しなければなりません。 

気になることや不明な点がありましたら、最寄りの家畜保健衛生所まで 

お問い合わせください。 
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埋却地を確保するために農地を用いることは可能です

飼養衛生管理基準に基づいて
埋却地を確保しなきゃ・・・
でも自己所有の土地がない
隣の農地が使えたらなあ・・・

埋却予定地は
「農業用施設」にあたるので、
必要な手続きを実施した上で
農地を埋却予定地として
取得できます

農地転用等
必要な手続き

農地転用の許可がされて
埋却地を確保できた！

埋却予定地を確保したあと、
万が一、埋却地として
使用する際に新たな手続きは
必要ありません

うちの畑をゆずって
もいいけど
農地を埋却地にして
いいのかな？

埋却予定地

＜問い合わせ＞
埋却地の確保（飼養衛生管理基準）に関すること
管轄の家畜保健衛生所へご連絡下さい。

農地の手続きに関すること
管轄の振興局へご連絡下さい

埋却地として使うとき
に手続きは必要？


